
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 日 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 申請書類の押印は不要。ただし、協議書・登記関係書類には実印での押印が必要。

※２ 回答については、必要書類等が全て提出されているものとする。 

 

市 

工事完了届 

公共施設引継書 

登記関係書類 

 

申請者 市 

開発行為の手続きの流れ（都市計画法第２９条に基づく開発許可が必要な場合） 

県 

標準日数 

 30 日 

 

 

 

 

 

 40日 

事 前 協 議 申 請 ※1 

（開発行為計画標識の設置） 

開発調整会議 

事 前 相 談 

回     答 ※２ 

都市計画法第 29条許可申請 経      由 許     可 

市 着  手  届 

県 着  手  届 

 

5千㎡以上 

50戸以上 

完 了 検 査 

県 工事完了届 

 

経      由 完 了 検 査 

検 査 済 証 

完 了 公 告 公共施設引継通知書 

※枠内は、建築制限等解除（都市計画法第 37条ただし書き）許可可能な場合に限る 

協 議 書 締 結 

都市計画法第32条（同意協議） 

経      由 建築確認申請 承     認 

制限解除承認申請 経      由 承     認 

要望（各課要望取りまとめ） 



― 綾瀬市開発行為に関する指導要綱に基づく協議 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 日 

  

 

 

 

 

※１ 申請書類の押印は不要。ただし、協議書・登記関係書類には実印での押印が必要。 

※２ 回答については、必要書類等が全て提出されているものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発行為の手続きの流れ（都市計画法第２９条に基づく開発許可が不要な場合） 

申請者 市 

標準日数 

 30 日 

 

 

 

 40日 

事 前 協 議 申 請 ※1 

（開発行為計画標識の設置） 

開発調整会議 

 

回     答 ※２ 

要望（各課要望取りまとめ） 

経      由 

完 了 検 査 

公共施設引継通知書 

5千㎡以上 

50戸以上 

着  手  届 

工 事 完 了 届 

公 共 施 設 引 継 書 

登 記 関 係 書 類 

建 築 確 認 申 請 

建築確認申請の手続きの流れ 

中高層建築物及び集合住宅の場合 

申請者 市 

連絡 

都

市

計

画

課 

消

防 

県
又
は
確
認
検
査
機
関 

申請者の持ち回りとなります 

県 

事前協議書 

提  出 
審査 

協 議 書 締 結 

確     認 

都

市

計

画

課 

担

当

課 

建築確認申請経由 
消防同意 

事 前 相 談 


